
平成1 9年度県税及び地方譲与税予算明細書
（単位 千円 △印は減を示す）

税 目 現 年 課 税 分 滞納繰越分 計 課 税 標 準 等 税 率

県 税 264,063,000 1,937,000 266,000,000

△219,000 △291,000

県 民 税 89,695,000 590,000 90,285,000

△45,000 △45,000

個 人 74,075,000 560,000 74,635,000 現年課税分

円均等割 1,000

納税義務者数1,032, 3 0 0人

所得割

課税所得金額 4/100

千 円1,853,177,000

配当割 5/100

課税標準額 H16.1.1 H21.3.31～

44,100,000 3/100千 円 の 間 は

株式等譲渡所得割 5/100

課税標準額 H16.1.1 H20.12.31～

66,167,000 3/100千 円 の 間 は

資 本 等 の 金 額 が 億 円 超法 人 (1,525,000) (1,525,000) 現年課税分 50

円13,961,000 30,000 13,991,000 均等割 800,000

法 人 資 本 等 の 金 額 が 億 円 超 億 円△45,000 △45,000 法人数 47,000 10 50

以 下 円540,000

資 本 等 の 金 額 が 億 円 超 億 円1 10

以 下 円130,000

資 本 等 の 金 額 が 千 万 円 超 億 円1 1

以 下 円50,000

上 記 以 外 の 法 人 等 円20,000

法人税割 標準税率 5/100

資 本 金 等 が 億 円 超 法 人 税 額課税標準額 1 ･

千 円 年 万 円 超 の 法 人234,837,000 1,000

5.8/100

税制改正

法人税の改正（減価償却制

度の見直し）の影響

利 子 割 1,659,000 － 1,659,000 現年課税分

課税標準額 33,180,000 5/100千 円

事 業 税 71,680,000 185,000 71,865,000

△251,000 △251,000

個 人 2,667,000 125,000 2,792,000 現年課税分 5/100第 一 種 事 業

納税義務者数 22,700人 4/100第 二 種 事 業

第 三 種 事 業課税所得金額

55,686,000 5/100千 円 医 業 等

3/100あ ん ま 等 の 業



税 目 現 年 課 税 分 滞納繰越分 計 課 税 標 準 等 税 率

所 得 金 課 税 法 人法 人 69,013,000 60,000 69,073,000 現年課税分

普 通 法 人△251,000 △251,000 課税標準額

所 得 金 額 400 5.0/100万 円 以 下

千 円 万 円 超 万 円 以 下694,617,000 400 800

付加価値額 7.3/100

1,109,583,000 800 9.6/100千 円 万 円 超

特 別 法 人資本金等の額

1,245,000,000 400 5.0/100千 円 万 円 以 下

収 入 金 額 400 6.6/100万 円 超

千 円 上 記 以 外 の 資 本 金 又 は 出 資 金 １ 億 円 超447,385,000

の 普 通 法 人

7.2/100所 得 割

税制改正 0.48/100付 加 価 値 割

法人税の改正（減価償却制 0.2/100資 本 割

度の見直し）の影響 1.3/100収 入 金 課 税 法 人

地 方 消 費 税 25,812,000 － 25,812,000

千 円譲 渡 割 25,713,000 － 25,713,000 課税標準額 102,852,000

25/100

千 円貨 物 割 99,000 － 99,000 課税標準額 396,000

不動産取得税 6,631,000 117,000 6,748,000 現年課税分 3/100住 宅 用 土 地 、 家 屋

課税標準額 213,509,000 3/100千 円 住 宅 以 外 の 土 地

4/100〃 家 屋

住 宅 以 外 の 家 屋 に つ い て は 、

H18.4.1 H20.3.31～

3.5/100の 間 は 、

旧 級 品 以 外 の 製 造 た ば こ県 た ば こ 税 4,079,000 － 4,079,000 売渡し本数 3

千 本 円 本旧３級品以外 3,781,000 1,074 /1,000

千 本 旧 級 品 の 製 造 た ば こ旧３級品 38,000 3

円 本511 /1,000

人 日 円 ～ 円ゴルフ場利用税 2,084,000 13,000 2,097,000 ゴルフ場 91施設 1 1 350 1,100

乗 用 車 円 ～ 円自 動 車 税 35,515,000 486,000 36,001,000 現年課税分 7,500 111,000

円 ～ 円課税台数 ﾄﾗｯｸ6,500 40,500

台 最 大 積 載 量 を 超 え る ま定期 1,042,300 8ﾄﾝ 1ﾄﾝ

随時 △1,400 3,800 6,300台 で ご と に 円 ～

円 を 加 算

バ ス 円 ～ 円12,000 83,000

三 輪 車 円 ～ 円3,900 6,000

特 種 用 途 車

キ ャ ン ピ ン グ 車 を 除 く 自 動 車

円 ～ 円4,500 41,000

キ ャ ン ピ ン グ 車

円23,600

～ 円88,800



税 目 現 年 課 税 分 滞納繰越分 計 課 税 標 準 等 税 率

試 掘 鉱 区 当 た り 円鉱 区 税 18,000 400 18,400 現年課税分 100ｱｰﾙ 200

百 採 掘 鉱 区 当 た り 円鉱区面積 60,000 ｱｰﾙ 100ｱｰﾙ 400

砂 鉱 区鉱区延長 60㎞

河 床 当 た り 円1㎞ 600

河 床 で な い も の 当 た り100ｱｰﾙ

円200

天 然 ガ ス

試 掘 鉱 区 当 た り100ｱｰﾙ

円 × 円(200 2/3)

採 掘 鉱 区 当 た り100ｱｰﾙ

円 × 円(400 2/3)

自動車取得税 9,034,000 － 9,034,000 現年課税分 3/100軽 自 動 車

そ の 他 の 自 動 車10,000 10,000 課税台数 129,900台

税制改正 3/100営 業 用

低公害車に係る特例措置の 5/100自 家 用

見直し

当 た り 円軽 油 引 取 税 19,439,000 545,000 19,984,000 現年課税分 １kl 32,100

課税標準量 622,400kl

第 一 種 銃 猟狩 猟 税 54,000 － 54,000 現年課税分

均 等 割 の み の 者 円△5,000 △5,000 登録者数 4,000人 11,000

上 記 以 外 の 者 円16,500

網 猟 わ な 猟､

均 等 割 の み の 者 円税制改正 5,500

上 記 以 外 の 者 円網・わな猟免許の分割に伴 8,200

第 二 種 銃 猟 円う税率の見直し 5,500

乗 車 定 員 人 以 上 の バ ス乗鞍環境保全税 22,000 － 22,000 現年課税分 30

一 般 乗 合 用 バ ス 以 外 円課税対象台数 11,700台 3,000

一 般 乗 合 用 バ ス 円2,000

乗 車 定 員 人 以 上 人 以 下 の バ ス11 29

円1,500

10 ( )乗 車 定 員 人 以 下 普 通 乗 用 車 等

円300

旧法による税 － 600 600

－ 600 600特別地方消費税



税 目 現 年 課 税 分 滞納繰越分 計 課 税 標 準 等 税 率

地 方 譲 与 税 4,473,000 － 4,473,000

譲 与 基 準 一 般 国 道 及 び 県 道 の 延 長 及地方道路譲与税 4,176,000 － 4,176,000 現年課税分

千 円 び 面 積国の予算額 307,200,000

譲 与 基 準 一 般 国 道 及 び 県 道 の 延 長 及石油ガス譲与税 297,000 － 297,000 現年課税分

千 円 び 面 積国の予算額 14,000,000

(注) １「法人県民税」欄（ ）の数値は、超過課税分の内書きである。

２ 表中 内は、地方税法等の改正見込みに伴う増減(△)収見込額の内書き、改正事項及び改正税率である。


